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○理容師法施行細則 

平成12年６月１日規則第102号 

改正 

平成13年１月５日規則第１号 

平成13年３月15日規則第13号 

平成15年３月12日規則第５号 

平成18年３月６日規則第８号 

平成20年３月31日規則第31号 

平成25年３月29日規則第17号 

平成28年３月31日規則第47号 

令和２年12月17日規則第58号 

理容師法施行細則をここに公布する。 

理容師法施行細則 

理容師法施行細則（昭和34年宮崎県規則第53号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、理容師法（昭和22年法律第234号。以下「法」という。）、理容師法施行令（昭

和28年政令第232号。以下「政令」という。）及び理容師法施行規則（平成10年厚生省令第４号。

以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（免許証又は免許証明書の提出） 

第２条 省令第７条第３項の規定による免許証又は免許証明書の提出は、理容師免許証（免許証明

書）提出書（別記様式第１号）に当該免許証又は免許証明書を添えてしなければならない。 

（開設等の届出） 

第３条 法第11条第１項の規定による開設の届出は、理容所開設届出書（別記様式第２号）によっ

てしなければならない。 

２ 法第11条第２項の規定による変更の届出は、理容所開設届出事項変更届出書（別記様式第３号）

によってしなければならない。 

３ 法第11条第２項の規定による廃止の届出は、理容所廃止届出書（別記様式第４号）によってし

なければならない。 

（確認証の交付） 

第４条 保健所の長は、法第11条の２の規定により理容所の構造設備について検査を行い、その構
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造設備が法第12条に規定する措置を講ずるに適する旨の確認をしたときは、確認証（別記様式第

５号）を開設者に交付するものとする。 

（相続による地位の承継の届出） 

第５条 省令第21条第１項の規定による届出は、理容所開設者地位相続承継届出書（別記様式第６

号）によってしなければならない。 

２ 省令第21条第２項第２号に規定する同意書は、理容所開設者地位相続承継同意書（別記様式第

７号）によってしなければならない。 

（合併による地位の承継の届出） 

第６条 省令第22条第１項の規定による届出は、理容所開設者地位合併承継届出書（別記様式第８

号）によってしなければならない。 

（分割による地位の承継の届出） 

第７条 省令第22条の２第１項の規定による届出は、理容所開設者地位分割承継届出書（別記様式

第９号）によってしなければならない。 

（出張業務の届出） 

第８条 法第６条の２ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行おうとする者は、あ

らかじめ、出張して業務を行う場所を管轄する保健所の長に理容出張業務届出書（別記様式第10

号）を提出しなければならない。 

（書類の経由） 

第９条 法、政令、省令及びこの規則によって知事に提出する書類は、居住地（理容所に係るもの

にあってはその所在地）を管轄する保健所の長を経由しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律（平成７年法律第109号）附則第４条第１項の実地

習練を経ていないものの実地習練については、同項に規定する日までの間は、なお従前の例によ

る。 

３ この規則の施行の際現に改正前の理容師法施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定

によりされている届出、申請その他の手続は、改正後の理容師法施行細則の相当規定によりされ

た届出、申請その他の手続とみなす。 
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４ この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所

要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成13年１月５日規則第１号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成13年３月15日規則第13号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月12日規則第５号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月６日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の理容師法施行細則の規定に定める様式による用紙は、

当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成20年３月31日規則第31号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の理容師法施行細則（中略）の規定に定める様式による

用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成25年３月29日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に在する改正前の理容師法施行細則及び美容師法施行細則の規定に定め

る様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第47号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（用紙に関する経過措置） 
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２ この規則の施行の際現に存する第１条の規定による改正前の理容師法施行細則及び第２条の規

定による改正前の美容師法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を

適宜補正して使用することができる。 

附 則（令和２年12月17日規則第58号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（用紙に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の食品衛生法施行細則、旅館業法施行細

則、公衆浴場法施行細則、クリーニング業法施行細則、理容師法施行細則及び美容師法施行細則

の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 
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別記 

様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第３条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第５条関係） 
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様式第８号（第６条関係） 
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様式第９号（第７条関係） 
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様式第10号（第８条関係） 

 


